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化石電源グランドファザリングを踏まえた中間評価の基準について①

 第28回制度検討作業部会において、中間評価の基準の設定にあたっては、非化石電
源の電気を新規に調達することの困難性や事業環境の激変を防ぐという観点から、化
石電源の調達に一定の配慮（特例措置）を行うことも考えうるとされた。

化石電源グ
ランドファザリ
ングに対する
ご意見

ご意見の内容

 今回は中間評価の基準について、事務局として基本的な考え方を示して頂いたものと理解している。これまでこち
らが再三お願いしてきたことを踏まえて、グランドファザリングを考える余地がある、ということを示して頂いたものと理
解しており、色んな難しい問題があるなかで全てを解決するものではないかもしれないが、その大部分を解決しうる
非常に良い提案なのではないかと思う。

 グランドファザリングと聞くと、例えば、過去の一時点の非化石電源比率を出発点として、伸びを皆一緒にするとい
うことが想定されるが、それでは、これまで非化石電源比率の向上に努力してきた人をどう評価するのかという問題
が生じる。また、基準設定時点では非化石比率が低かったけれども、後に非化石電源を急に動かして著しく優位
になった場合、その収入の全てを受け取り続けてしまってよいのか。かといって、全てを召し上げてしまうと、非化石
電源比率を引き上げるインセンティブが削がれてしまう。

 こういった難しい問題に対して、フェーズ１、フェーズ２と分けることによって、急に非化石電源を動かした人でも、
フェーズ２ではグランドファザリングを見直すことでそうした事業者が著しく優位になるということを補正することになる
し、一方で、フェーズ１において、短期的には収入が得られるので、インセンティブも確保できる、そういうことも踏ま
えた上で出てきた案だと理解している。

 これまでグランドファザリングについて提案させて頂いたが、今回の事務局案にグランドファザリングの考え方を組み込
んで頂き感謝申し上げる。大事な視点は、非化石電源をしっかり作っていくというインセンティブを与えると共に、小
売競争環境に大きなゆがみをもたらさない、という両方の視点が必要で、今回の事務局案はこの両方に配慮され
たバランスのとれた案なのだろうと思う。



化石電源グランドファザリングを踏まえた中間評価の基準について②

 2030年44%目標の達成確度を高めるため、毎年度中間評価の基準となる目標値を設定の
上、漸増させていくが、非化石電源比率の低い事業者（特例措置対象事業者）に対しては、
目標値を一定程度引き下げることで配慮を行う。（非化石電源比率の低い事業者に対する負
担軽減措置）

 他方、非化石電源比率の高い事業者にとっては、目標値以上の非化石価値を証書化し販売
することで、非化石電源の新設・維持インセンティブが与えられることになる。

平成31年1月 第28回制度検討作業部会より抜粋
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